
ひだしん 
 

                                     

（住宅担保型老後資金ローン） 

商品概要説明書  
ご利用いただける方 次のすべての要件を満たす個人 

・高山市、飛騨市、大野郡白川村に在住の組合員であること 

・借入時の年齢が満６５歳以上であること 

・当組合の口座にて年金受給されている方（当組合に変更できる方） 

・土地付一戸建住宅に一人暮らしもしくは配偶者との二人暮らしで、他 

 に同居人がいないこと。 

・社会福祉協議会から適合証明を受けられる方 

ご融資資金の使途 自由（ただし、事業性資金にはご利用になれません） 

ご 融 資 形 態 当座貸越契約（決められた極度金額内であれば繰り返し借入れが可能です） 

ご夫婦で同居の場合は、配偶者を連帯債務者とさせていただきます。 

借入れ限度額 借入れ限度額は最高３,０００万円までとなります。（１０万円単位） 

ご自宅の担保評価額の５０％以内となります。 

※ 評価額は当組合所定の方法による評価となります。 

※ 尚、契約期間中において、担保評価額の見直しにより当初限度額を 

変更させていただく場合があります。 

ご 融 資 利 率 

及び金利変動の方法 

短期プライムレート（基準金利）＋１．５％の変動金利です。 

金利の変更は、毎偶数月１５日の短期プライムレートを基準とし、短期 

プライムレートを変更後最初に到来する毎偶数月の１５日より適用しま 

す。 

お利息の計算方法 貸越金の利息は、付利単位を１００円とし、毎偶数月の１５日にご融資 

利率にて当組合所定の方法により計算のうえ、指定口座から自動引落さ 

せていただきます。 

ご 融 資 期 間 

（ご契約の終了の時期） 

原則、お借入れ人（及び連帯債務者の方の両方）がお亡くなりになられる 

まで。 

（同居の配偶者の方がいらっしゃるときは、連帯債務者として債務は配 

偶者に引き継がれます。） 

転居などによりご自宅を売却される時もご返済していただきます。 

元金のご返済方法 原則として担保物件の売却代金により一括してご返済していただきます。 

（売却代金の残額は相続人にお渡しいたします。） 

随時お手許資金によるご返済も可能です。 

相続時、相続人によるご返済も可能です。 

連 帯 保 証 人 相続人となる人の中から別世帯の方１名必要。 

担  保 

 

 

 

 

 

 

①居住不動産に第１順位の根抵当権を設定していただきます（設定登記 

 費用はお客様のご負担となります）。 

②担保となる物件は、原則として高山市・飛騨市・白川村内の一戸建て 

 住宅とさせていただきます。  

※設定金額（根抵当権極度額）は借入極度額の１２０％とさせていただ 

 きます。（１０万円単位） 

 



担  保 

 

 

 

※設定金額（根抵当権極度額）はお取引期間中に変更が必要となる場合 

 は変更登記をしていただきます。（変更登記費用はお客様のご負担とな 

ります）。 

※火災保険にご加入いただき質権を設定していただきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                        

申込みに必要な書類 ① 本人確認資料（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の 

公的証明書） 

②社会福祉協議会発行の適合証明書 

③住民票（世帯全員のもの） 

④借主と連帯保証人との関係が判る戸籍謄本など 

⑤固定資産評価証明 

⑥不動産登記簿謄本 

融資実行に係る手数料 不動産担保事務手数料 新規担保設定１件につき、 

設定額２，０００万円超           ５５，０００円（税込） 

設定額２，０００万円以下          ３３，０００円（税込） 

 

融資条件変更手数料             １１，０００円（税込） 

苦情処理措置・紛争解決

措置 

・苦情処理措置 

  ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある営

業店または下記の窓口をご利用ください。 

【窓  口：ひだしんお客様相談室】 

 受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および信用組合の休業日を除く） 

 受付時間：９：００～１７：３０ 

 電 話：０１２０－３６－４５０１ 

  なお、苦情対応の手続きについては、当組合ホームページをご覧ください。 

 ホームページアドレス https://www.hidashin.co.jp/ 

 

・紛争解決措置 

  東京弁護士会 紛争解決センター（電話：０３－３５８１－００３１）、 

  第一東京弁護士会 仲裁センター（電話：０３－３５９５－８５８８）、 

  第二東京弁護士会 仲裁センター（電話：０３－３５８１－２２４９）、

愛知県弁護士会 紛争解決センター（電話：０５２－２０３－１７７７）、

愛知県弁護士会西三河支部 紛争解決センター（電話：０５６４－５４－

９４４９）で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望される

お客様は、 

  上記ひだしんお客さま相談室または下記窓口までお申し出ください。 

【窓  口：一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】 

 受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および信用組合の休業日を除く） 

 受付時間：９：００～１７：００ 

 電 話：０３－３５６７－２４５６ 

 住 所：〒１０４－００３１  

東京都中央区京橋１－９－５（全国信用組合会館内） 

                                            令和３年３月２５日現在 

※  ローンの利用申込に際し、当組合の審査の結果によりご希望に添えない場合がありますのでご了承くだ 

さい。 

※  ご返済額の試算は窓口にご相談ください。 

https://www.hidashin.co.jp/

